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調査の概要 １ 

調査目的 
県民の同和問題（部落差別）に関する意識等の実態を把握し、これまで実施してき
た施策の効果検証と今後の施策の方向性を導き出すための基礎資料とするために
実施した。 

調査対象 県内に在住の 18歳以上の県民（令和４年４月１日現在） 

調査実施時期 令和４年６月１日（水）～６月 30日（木） 

調査方法 郵送による調査票の配付・回収（ＷＥＢでの回答も可能とした。） 

有効回答数 
実発送数 2,911人 
有効回答数（率）1,408件（48.4％）［うちＷＥＢ回答 291件（10.0％）］ 

回答者の属性 ２ 

性 別 

男性

39.9%

女性

58.0%

その他

0.4%
無回答

1.8%

(n=1,408)

年 齢 

職 業 

1.5

8.0

14.8

16.1

17.9

21.6

18.4

1.7

0.0 10.0 20.0 30.0

18歳～19歳

20歳～29歳

30歳～39歳

40歳～49歳

50歳～59歳

60歳～69歳

70歳以上

無回答

(%)

(n=1,408)

11.4

8.3

29.3

2.0

2.8

17.5

17.6

8.9

2.3

0 10 20 30 40

自営業者（家族従業者
含む）

公務員

会社員・団体職員

会社や団体の役員・
管理職

学生

家事に従事

無職

その他

無回答

(%)

(n=1,408)

居住地域 

38.1

6.6

10.7

10.1

8.3

7.6

9.7

6.8

2.1

0 10 20 30 40 50

和歌山市

海南市・海草郡

紀の川市・岩出市

橋本市・伊都郡

有田市・有田郡

御坊市・日高郡

田辺市・西牟婁郡

新宮市・東牟婁郡

無回答

(%)

(n=1,408)
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問１ 次のア～カの各設問について、あなたはどのようにお考えですか。（○はそれぞれひとつ） 

  

ア 家柄や家の格について 

 

イ 結婚式を仏滅の日に行

うことについて 

 

ウ 占いや方角について 

 

エ 会社等において、性別で

昇進に差がつくことに

ついて 

 

オ 外国人であることを理

由に、アパートへの入居

を断られることについ

て 

 

カ 刑を終えて出所した人

の就職が容易に決まら

ないことについて 

 

 

 

調査結果 ３ 

１ 伝統や慣習、人権侵害に関わる事柄に対する考え 

6.0 10.9 26.1 27.9 27.2 1.8
全体

(n=1,408)

尊重すべきだと思う

どちらかというと

尊重すべきだと思う

どちらともいえない

どちらかというと

気にしなくてよいと思う

気にしなくても

よいと思う 無回答

0 20 40 60 80 100
(%)

12.6 22.4 20.0 17.5 26.2 1.4
全体

(n=1,408)

やめた方がよいと思う

どちらかというと

やめた方がよいと思う

どちらとも

いえない

どちらかというと

かまわないと思う

かまわない

と思う 無回答

0 20 40 60 80 100
(%)

9.1 29.1 18.7 18.3 23.5 1.3
全体

(n=1,408)

参考にする

ほうだ

どちらかというと参考にするほうだ

どちらとも

いえない

どちらかというと気にしない

気にしない 無回答

0 20 40 60 80 100
(%)

3.3 5.2 15.1 29.5 45.2 1.8
全体

(n=1,408)

問題ない

と思う

どちらかというと問題ないと思う

どちらとも

いえない

どちらかというと

問題だと思う 問題だと思う 無回答

0 20 40 60 80 100
(%)

3.6 7.3 23.5 28.5 35.6 1.6
全体

(n=1,408)

やむを得ないと思う

どちらかというと

やむを得ないと思う

どちらともいえない

どちらかというと問題だと思う

問題だと思う 無回答

0 20 40 60 80 100
(%)

11.2 23.6 31.1 19.0 13.4 1.8
全体

(n=1,408)

仕方がない

と思う

どちらかというと

仕方がないと思う

どちらともいえない

どちらかというと

問題だと思う 問題だと思う

無回答

0 20 40 60 80 100
(%)
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問２ あなたは、次の法律や条例を知っていますか。ア～エすべてについてお答えください。 

（○はそれぞれひとつ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２ 法律や条例の認知状況 

4.7

6.3

2.7

4.3

44.0

40.1

34.1

30.8

49.2

51.4

60.9

62.6

2.1

2.3

2.3

2.3

ア）人権教育及び人権啓発の推進
に関する法律

イ）部落差別の解消の推進に関す
る法律

ウ）和歌山県人権尊重の社会づく
り条例

エ）和歌山県部落差別の解消の推
進に関する条例

内容も

知っている

法律・条例があることは

知っているが、内容は知らない 知らない 無回答

0 20 40 60 80 100

(%)

(n=1,408)

『和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例』の全文は、13・14ページに掲載しています。 
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38.0 48.2 10.1 3.8
全体

(n=1,408)

知っている 何となく知っている

知らない

無回答

0 20 40 60 80 100
(%)

19.7

1.9

1.6

3.1

4.1

36.6

6.4

5.1

2.0

0.9

5.8

1.6

1.5

9.5

0.1

0 10 20 30 40

家族

親戚

近所の人

職場の人

友人

学校の授業

職場の研修

講演会や研修会

県の広報

市町村の広報

テレビ、ラジオ、
新聞、書籍等

インターネット（ＳＮＳや
ブログ等含む）

その他

※複数回答者

無回答

(%)

(n=1,213)
以前とあまり変

わらないと思う

13.2%

以前より増えている

と思う0.6%

なくなりつつあると

思う

57.0%

もうないと思う

10.1%

わからない

19.0%

無回答

0.0%

(n=1,213)

 

問３ あなたは、同和問題（部落差別）といわれるものがどういうものか知っていますか。 

（○はひとつ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 同和問題（部落差別）について、誰からもし

くは何からお知りになりましたか。最も記憶

に残っているものをひとつお選びください。 

 問５ あなたは、部落差別の現状についてどう 

思いますか。（○はひとつ） 

 

 

  

 問６ 部落差別を受けた人が相談する窓口とし

て、あなたが知っているものはどれですか。

（○はいくつでも） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 同和問題の認知状況等 

【参考】平成 30年度 人権に関する県民意識調査の結果より 

85.7 6.2 8.1
全体

(n=1,549)

知っている 知らない

無回答

0 20 40 60 80 100
(%)

37.8

25.7

24.4

16.6

16.1

0.3

41.5

0.2

0 10 20 30 40 50

市町村役場
（支所含む）

法務局または人権
擁護委員

（公財）和歌山県人権
啓発センター

県庁（県振興局含む）

隣保館や総合センター、
文化会館など

その他

知らない

無回答

(MA%)

(n=1,213)

同和問題（部落差別）を知っている 

86.2％（1，213人） 
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問７ あなたが、「同和地区」という言葉を聞いたときのイメージはどのようなものですか。「同和地区」

には、「やさしい」「明るい」というイメージがある一方、「こわい」「暗い」といったイメージで語ら

れることもありますが、あなたの感じやイメージに近い番号をお選びください。 

（○はそれぞれひとつ） 

①やさしい－こわい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②明るい－暗い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③開放的－閉鎖的 

 

 

 

 

 

 

  

４ 「同和地区」という言葉を聞いたときのイメージ 

非常にやさしい

1.9%

やややさしい

6.0%

どちらともいえない

57.5%

ややこわい

24.2%

非常にこわい

7.6%

無回答

2.7%

(n=1,213)

非常に明るい

2.1%

やや明るい

6.1%

どちらともいえない

55.6%

やや暗い

24.4%

非常に暗い

8.2%

無回答

3.6%

(n=1,213)

非常に開放的

1.9%
やや開放的

5.1%

どちらともいえない

49.2%

やや閉鎖的

27.1%

非常に閉鎖的

12.8%

無回答

3.9%

(n=1,213)
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問８ 引っ越しなどにあたって、新たに住まいを選ぶ際に、物件が同和地区にある場合、あなたはどうさ

れますか。（○はひとつ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８－１ それはなぜですか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避けると思う

14.4%

どちらかといえば

避けると思う

29.5%

どちらかといえば

避けないと思う

13.8%

避けないと思う

13.0%

わからない

27.8%

無回答

1.4%

(n=1,213)

５ 同和地区にある物件に対する忌避意識 

避けると思う 

43.9％（533人） 

46.5

29.5

20.3

8.4

16.5

0.8

0 10 20 30 40 50

同和地区に住むことで、自分や家族が差別
されるかもしれないから

同和地区には住まない方がいいと聞いた
ことがあるから

同和地区の物件は価格上昇を見込めないから
（転売が難しいから）

同和地区の人とはつきあいたくないから

その他

無回答

(MA%)(n=533)
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問９ あなたの親類が結婚したいと思っている相手が同和地区の人で、そのことを理由に家族から結婚

を反対されているとします。そのことについて相談を受けた場合、あなたはどのような態度をとる

と思いますか。（○はひとつ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９－１ それはなぜですか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

56.9

33.6

22.3

11.8

12.8

0.0

0 20 40 60

将来、本人やその子供が差別を受ける
かもしれないから

家族が反対しているなら、それに従うべきだから

自分や自分の家族が差別されるかもしれないから

同和地区の人と親戚になりたくないから

その他

無回答

(MA%)
(n=211)

結婚は慎重に考えた

方がいいと言う

16.2%

結婚をあきらめる

ように言う

1.2%

反対する家族を説得

するなど、力に

なろうと言う

20.7%

自分の意思を貫いて

結婚するようにと

言う

28.5%

わからない

27.3%

その他

4.1%

無回答

2.0%

(n=1,213)

６ 同和地区の人との結婚に家族から反対されている親類に相談を受けた場合の態度 
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問10 あなたは、同和問題（部落差別）に関する次のような意見や考え方について、どう思いますか。あ

なたの意見に近いものを選んでください。（○はそれぞれひとつ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

７ 同和問題に関する意見や考え方 

12.8

41.7

39.5

40.1

8.4

26.1

16.2

13.8

7.6

6.2

6.7

20.5

18.1

27.5

33.1

23.7

11.6

21.4

22.5

20.3

11.6

10.5

13.4

33.8

24.2

20.1

20.9

22.4

31.7

32.2

38.8

39.7

40.4

44.0

41.5

26.2

20.5

5.2

2.3

4.5

15.8

9.4

9.0

11.2

13.1

17.1

17.8

9.0

22.7

4.5

2.6

8.0

31.0

9.8

12.1

13.8

25.9

21.0

19.1

8.8

1.7

0.9

1.6

1.3

1.5

1.2

1.4

1.2

1.4

1.2

1.4

1.6

ア）自然となくなるから、教育や啓発はしない
方がいい

イ）結婚に際して、相手の出身地が同和地区か
どうかを調べることは、差別である

ウ）差別される人の気持ちを聞くことが大事だ

エ）子供時代に学校で正しく教育を行うべきだ

オ）差別の原因は、差別される側にもある

カ）宅地の購入や引越しに際して、その場所が
同和地区であるかどうかを調べることは、
差別である

キ）同和地区の人は、生活の様々な面で優遇
されている

ク）行政等が同和問題（部落差別）に取り組む
ことが、かえって問題の解決を難しくして
いる

ケ）差別されたくないなら同和地区外に引っ越
せばよい

コ）マスコミはもっと同和問題（部落差別）に
ついて取り上げるべきだ

サ）面倒なことになってはいけないので、同和
問題（部落差別）を話題にしない方がよい

シ）同和問題（部落差別）は、他の人権問題に
比べて、わかりにくいと感じる

そう思う

どちらかと

いえばそう思う
どちらとも

いえない

どちらかと

いえばそう思わない そう思わない 無回答

0 20 40 60 80 100

(%)

(n=1,213)
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70.5

16.2

9.6

7.2

6.0

4.9

3.1

2.1

0 20 40 60 80

聞いたことがない

同和地区の人は、優遇されている

同和地区は治安が悪い

住宅の購入や引越しの際は、同和地区内の
物件を避けた方がいい

同和地区の人は怖い

同和地区の人とは、関わらない方がいい

同和地区の人とは結婚してはいけない

無回答

(MA%)
(n=1,213)

 

問11 あなたは、この５年間くらいの間に、同和問題（部落差別）に関して次のような発言を直接聞いた

ことがありますか。（○はいくつでも） 

※ＳＮＳやブログ等を含むインターネット上の書き込みは除いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問11-1 ひとつだけ〇をされた方は、同じものを選んで

ください。いくつか○をされた方は、最も印象に

残っているものを選んでください。（○はひとつ） 

 問11-2 それは誰から聞きましたか。 

（○はひとつ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

問 11-3 それを聞いたとき、どう感じましたか。 

（○はひとつ） 

 問 11-4 反発・疑問を感じて、どうされました

か。（○はいくつでも） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ この５年間で直接聞いたことがある同和問題（部落差別）に関する発言 

13.8

46.8

4.5

7.5

16.5

8.4

2.4

0 10 20 30 40 50

住宅の購入や引越しの際は、同和
地区内の物件を避けた方がいい

同和地区の人は、優遇されている

同和地区の人とは結婚しては
いけない

同和地区の人は怖い

同和地区は治安が悪い

同和地区の人とは、関わらない方
がいい

無回答

(%)

(n=333)

家族

17.5%
親戚

5.8%

近所の人

6.8%

友人

20.3%
職場の人

16.3%
知らない人

4.3%

覚えていない

19.1%

その他

6.5%

無回答

3.4%

(n=325)

反発・疑問を

感じた16.3%

そのとおりと

思った22.8%
そういう考え方もある

のかと思った46.2%

特に何も思わ

なかった

10.8%

無回答

4.0%

(n=325)

24.5

9.4

3.8

0.0

5.7

62.3

1.9

0 20 40 60 80

相手にその気持ち
を伝えた

友人・知人に
相談した

家族・親類に
相談した

市町村や県など行政の
窓口に相談した

その他

特に何もしなかった

無回答

(MA%)
(n=53)
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問12 あなたは、この５年間くらいの間に、ＳＮＳやブログ等を含むインターネット上で、次のような 

内容を見たことがありますか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問12-1 それ（それら）を見たきっかけは何です

か。（○はいくつでも） 

 問12-2 それ（それら）を見てどう思いました

か。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

９ この５年間にインターネット上で見たことがある同和問題（部落差別）の内容 

54.1

14.3

13.3

13.3

8.2

6.1

3.1

13.3

2.0

0 20 40 60

同和問題（部落差別）と関係のない
ＳＮＳ等の閲覧で、辿り着いた

同和地区がどこにあるのか、調べていた

同和問題（部落差別）について理解を
深めようと、調べていた

同和地区がどんなところか知りたくて、
調べていた

ある人物について、その人が同和地区
出身者かどうか、調べていた

学校で同和問題（部落問題）について
習ったので、調べていた

知り合い等から、その投稿を見るよう
に勧められた

その他

無回答

(MA%)

(n=98)

44.9

16.3

11.2

8.2

12.2

13.3

2.0

0 10 20 30 40 50

人権の観点から問題があると思った
（人権侵害にあたると思った）

同和問題には、関わりたくない
と思った

興味がわいて、他の書き込みなども
見てみたいと思った

ほしい情報が得られた

その他

何も思わなかった

無回答

(MA%)
(n=98)

88.6

4.2

3.4

2.8

1.6

3.3

0 20 40 60 80 100

見たことがない

同和地区を撮影した動画や写真

同和地区の地名や所在地の書き込み

同和地区や同和地区出身者に対する偏見や
差別を広げる書き込み

同和地区出身者の名前や住所等を明らかに
するような書き込み

無回答

(MA%)
(n=1,213)
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41.5

33.1

31.2

19.3

18.0

14.8

7.1

5.5

3.5

0.3

0 10 20 30 40 50

職場の研修で

市町村の広報誌で

県の広報誌で

テレビ、ラジオ、新聞、書籍等で

講演会や研修会で

ポスターやリーフレットで

学校の授業で

インターネットで（ＳＮＳやブログ等を含む）

その他

無回答

(MA%)

(n=311)

 

問13 あなたは、この５年間くらいの間に、同和問題（部落差別）に関する教育や啓発の情報に接したこ

とがありますか。（○はひとつ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問13-1 それはどういう場面でしたか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問13-2 それはどのようなものでしたか。見たこ

とがあるものを選んでください。 

（○はいくつでも） 

 問13-3 それを見てどう思いましたか。 

（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

10 この５年間に同和問題（部落差別）に関する教育や啓発の情報に接した経験 

41.2

35.3

52.9

0.0

0 20 40 60

（公財）和歌山県人権啓発センター
ホームページ

和歌山県ホームページ

その他

無回答

(MA%)
(n=17)

40.0

30.0

20.0

10.0

10.0

10.0

20.0

0.0

0 10 20 30 40 50

同和問題（部落問題）への
関心が高まった

ほしい情報が得られた

同和問題（部落問題）について
理解することができた

ほしい情報が得られなかった

同和問題（部落差別）について
あまり理解できなかった

その他

何も思わなかった

無回答

(MA%)
(n=10)

ある

25.6%

ない

72.2%

無回答

2.1%

(n=1,213)
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問14 あなたは、小学校から高校のあいだに同和問題（部落差別）に関する教育を受けたことがあります

か。（○はひとつ） 

 

 

 

 

 

 

 

問14-1 同和問題（部落差別）に関する教育を受けて、理解できましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問15 あなたは、これまでに同和問題（部落差別）に関する講演会や研修会に参加したり、職場で研修を

受けたりしたことがありますか。（○はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問15-1 同和問題（部落差別）に関する講演会や研修会に参加したり、職場で研修を受けたりして、理

解できましたか。（○はひとつ） 

 

 

 

 

 

  

11 同和問題（部落差別）に関する教育を受けた経験 

23.5 55.3 17.4
2.3

1.5

0.0
全体

(n=711)

よく理解できた 少し理解できた

あまり理解

できなかった

理解できなかった

その他

無回答

0 20 40 60 80 100
(%)

58.6 13.7 25.8 1.9
全体

(n=1,213)

受けたことがある 受けたことがない

よくおぼえていない

無回答

0 20 40 60 80 100
(%)

12 同和問題（部落差別）に関する講演会や研修会等を受けた経験 

44.4 43.2 9.1

1.0

2.0

0.2

全体
(n=405)

よく理解できた 少し理解できた

あまり理解できなかった

理解できなかった

その他

無回答

0 20 40 60 80 100
(%)

19.6

19.1

63.0

3.6

0 20 40 60 80

講演会や研修会に参加したことがある

職場で研修を受けたことがある

上記のどちらもない

無回答

(MA%)
(n=1,213)
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(目的) 

第 1 条 この条例は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に

関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国

憲法、部落差別のない社会を実現することを目的とする部落差別の解消の推進に関する法律(平成

28年法律第 1 0 9号)及び全ての県民の人権が尊重される豊かな社会の実現を図ることを目的と

する和歌山県人権尊重の社会づくり条例(平成 14年和歌山県条例第 16号)の理念にのっとり、部

落差別の解消を推進するために必要な事項を定めることにより、部落差別のない社会を実現する

ことを目的とする。 

(基本理念) 

第 2 条 部落差別は基本的人権の侵害であり、何人も部落差別を行ってはならないという理念にの

っとり、部落差別の解消のための取組は、国、県、市町村、県民、事業者、関係機関等が相互に協

力して行うものとする。 

(部落差別の禁止) 

第 3条 何人も、インターネットを通じて、公衆による閲覧、複写その他の利用をすることが可能 

な情報を提供することにより、部落差別を行ってはならない。 

2 何人も、結婚及び就職に際しての身元の調査、並びにその他の行為により部落差別を行ってはな

らない。 

(県の責務) 

第 4条 県は、第 1 条の目的を達成するため、部落差別の解消に関し必要な施策を講ずるものとする。  

2 県は、前項に定める施策の推進に当たっては、国、市町村、県民、事業者、関係機関等との連携

を図るものとする。 

3 県は、部落差別の解消に関して、市町村が実施する施策、並びに県民、事業者、関係機関等の取

組に必要な情報の提供及び助言、その他の支援を行うものとする。 

(県民の責務) 

第 5条 県民は、部落差別の解消のために必要な役割を果たすよう努めるものとする。 

2 県民は、県及び市町村が実施する部落差別の解消のための施策に協力するものとする。 

 (事業者の責務) 

第 6条 事業者は、部落差別の解消のために、従業員の人権意識の高揚、その他必要な取組を行う 

よう努めるものとする。 

2 事業者は、県及び市町村が実施する部落差別の解消のための施策に協力するものとする。 

（特定電気通信役務提供者の責務） 

第 7 条 特定電気通信役務提供者（特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報

の開示に関する法律（平成 13年法律第 1 3 7号。以下「法」という。）第 2 条第 3 号に規定す

る特定電気通信役務提供者をいう。以下同じ。）は、部落差別の解消のために必要な役割を果たす

よう努めるものとする。 

2 特定電気通信役務提供者は、県及び市町村が実施する部落差別の解消を推進する

ための施策に協力するものとする。 

 

和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例 ４ 
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3 特定電気通信役務提供者は、前 2 項に定めるもののほか、インターネット上において、その用い

る法第 2 条第 2 号に規定する特定電気通信設備の記録媒体（当該記録媒体に記録された情報が不

特定の者に送信されるものに限る。）に情報を記録し、又は当該電気通信設備の送信装置（当該送

信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。）に情報が入力されることによっ

て部落差別が行われていることを確認したときは、当該提供されている情報（次条において「提供

情報」という。）の送信を防止する措置を行うものとする。 

（部落差別への取組） 

第 8条 県は、市町村との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、第 3 条第 1 項の規

定に違反して部落差別を行った者に対して必要な説示をするとともに、部落差別を行わないこと

及び提供情報を削除することを促すものとする。 

2 県は、市町村との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、第 3条第 2 項の規定に違

反して部落差別を行った者に対して必要な説示をするとともに、部落差別を行わないよう促すも

のとする。 

3 県は、第 1 項の規定による必要な説示を行い、部落差別を行わないこと及び当該情報を削除する

ことを促しても、これに従わない場合には、同項に規定する者に対し、部落差別を行わないこと及

び提供情報を削除することを、勧告するものとする。 

4 県は、第 2 項の規定により必要な説示を行い、促しても、これに従わない場合には、同項に規定

する者に対し、部落差別を行わないよう、勧告するものとする。 

5 県は、第 1 項の規定に関わらず、市町村に対し、第 3 条第 1 項の規定に違反して部落差別を行

った者に対して必要な説示をし、部落差別を行わないこと及び提供情報を削除することを促すよ

う、要請することができるものとする。 

6 県は、第 2 項の規定に関わらず、市町村に対し、第 3 条第 2 項の規定に違反して部落差別を行

った者に対して必要な説示をし、及び部落差別を行わないよう促すことを、要請することができる

ものとする。 

(教育及び啓発) 

第 9 条 県は、国及び市町村との適切な役割分担を踏まえて、部落差別を解消するため、必要な教

育及び啓発を行うものとする。 

(相談体制の充実) 

第 10条 県は、国及び市町村との適切な役割分担を踏まえて、部落差別に関する相談に応ずるもの

とする。 

2 県は、部落差別に関する相談に的確に応ずるため、相談に応ずる者の資質の向上を図る等必要な

施策を講ずるよう努め、相談体制の充実を図るものとする。 

(部落差別の実態把握) 

第 11 条 県は、部落差別の解消の推進に関する法律第 6 条の規定による国が行う調査に協力する

とともに、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、必要に応じて、情報化の進展に伴う

部落差別に関する状況の変化も踏まえ差別の実態の把握を行うものとする。 

附則（令和 2 年 3 月 24日条例第 10号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附則（令和 2 年 12月 24日条例第 63号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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